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◆
受
付
期
間

２
月
17
日
Ã
〜
３
月
17
日
Ã

（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

◆
受
付
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

◆
受
付
場
所

市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
242
会
議

室
・
各
市
政
窓
口

◆
必
要
な
も
の

印
鑑
、
平
成
14
年
中
の
収
入

な
ど
が
確
認
で
き
る
書
類
（
源
泉
徴
収
票
）
・

申
告
会
場
は
３
月
に
入
る
と
大

変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
早
期
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
窓
口
業

務
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、

申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方
は
、
郵

送
ま
た
は
時
間
外
文
書
収
受
箱

（
税
務
署
正
門
わ
き
に
設
置
）
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
確
定
申
告
が
必
要
な
方

◇
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど

が
あ
る
方

平
成
14
年
中
の
所
得

金
額
の
合
計
額
が
所
得
控
除
の
合

計
額
を
超
え
る
方
。

◇
サ
ラ
リ
U
マ
ン
の
方

fl
給
与

の
年
収
が
２
千
万
円
を
超
え
る

方
。
‡
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け

て
い
る
方
で
、
給
与
所
得
や
退
職

所
得
以
外
の
所
得
の
合
計
額
が
20

万
円
を
超
え
る
方
。
·
給
与
を
２

カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る
方
。

‚
同
族
会
社
の
役
員
な
ど
で
、
そ

の
法
人
か
ら
給
与
の
ほ
か
に
貸
付

金
の
利
子
や
不
動
産
賃
貸
料
な
ど

の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方
。

◇
土
地
や
建
物
等
を
売
っ
た
方

◆
確
定
申
告
書
の
様
式

fl
申
告
書
の
種
類
が
、
「
申
告

書
Ａ
」
と
「
申
告
書
Ｂ
」
の
２
種

類
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◇
申
告
書
Ａ

申
告
す
る
所
得
が

給
与
・
雑
（
年
金
）
・
配
当
・
一

時
だ
け
の
方

◇
申
告
書
Ｂ

所
得
の
種
類
に
か

か
わ
ら
ず
す
べ
て
の
申
告
に
対
応

‡
「
申
告
書
の
別
表
」
と
し
て
、

「
第
三
表
（
分
離
課
税
用
）」「
第

四
表
（
損
失
申
告
用
）」「
第
五
表

（
修
正
申
告
用
）」
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
「
申
告
書
Ｂ
」
と
併
せ
て
使

用
し
ま
す
。

·
確
定
申
告
の
手
引
に
「
計
算

コ
U
ナ
U
」
を
設
け
、
計
算
結
果

を
申
告
書
に
転
記
で
き
る
よ
う
に

が
３
千
万
円
を
超
え
る
個
人
事
業

者
。
‡
「
消
費
税
課
税
事
業
者
選

択
届
出
書
」
を
提
出
さ
れ
た
個
人

事
業
者
。

◆
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
・
イ
ン
タ
U

ネ
ッ
ト
で
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す

税
金
の
質
問
に
電
話
（
音
声
）

・
フ
ァ
ク
ス
・
イ
ン
タ
U

ネ
ッ

ト
・
携
帯
電
話
（
文
字
情
報
）
で

お
答
え
し
ま
す
。
利
用
方
法
と
相

談
項
目
は
、
税
務
署
ま
た
は
市
役

所
に
備
え
付
け
の
「
タ
ッ
ク
ス
ア

ン
サ
U
」
コ
U
ド
表
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
イ
ン
タ
U

ネ
ッ
ト
の

「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
U
ホ
U
ム
ペ

U
ジ
」http://w

w
w
.taxansw

er.nta.g
o.jp

の
「
申
告
書
シ
ミ

ュ
レ
U
ト
コ
U
ナ
U
」
も
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
カ
ラ
U
プ
リ
ン
タ
U

が
あ
れ
ば
「
確
定
申
告
書
作
成
コ

U
ナ
U
」
で
作
成
し
た
申
告
書
を

そ
の
ま
ま
税
務
署
に
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

◆
確
定
申
告
書
の
提
出
は
郵
送
で

も
で
き
ま
す

確
定
申
告
書
を
郵
送
す
る
方

で
、
「
控
」
が
必
要
な
方
は
、
ボ

U
ル
ペ
ン
で
記
入
済
の
申
告
書
控

（
鉛
筆
は
不
可
）
お
よ
び
切
手
を

貼
っ
た
返
信
用
封
筒
（
宛
て
先
明

記
）
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
宛
先

〒
180
―
８
５
２
２
　
武

蔵
野
税
務
署
個
人
課
税
部
門
　

※
表
に
「
確
定
申
告
書
在
中
」

と
朱
書
き
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
税
務
署
か
ら
の
お
願
い

武
蔵
野
税
務
署
の
駐
車
場
は
、

仮
庁
舎
が
設
営
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
４
月
上
旬
ま
で
ご
利
用
で
き

ま
せ
ん
。
車
で
の
来
署
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。

∞
武
蔵
野
税
務
署
ò
53
―
１
３

１
１東

京
税
理
士
会
武
蔵
野
支
部
で

は
、
小
規
模
事
業
者
を
対
象
に
所

得
税
の
無
料
申
告
相
談
を
行
い
、

申
告
書
や
還
付
申
告
書
の
書
き
方

の
ア
ド
バ
イ
ス
も
行
い
ま
す
。

▽
３
月
３
日
Ã
〜
10
日
Ã
（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）
午
前
９
時
30
分

〜
正
午
と
午
後
１
時
〜
４
時
（
受

付
は
午
前
・
午
後
と
も
終
了
の
１

時
間
前
ま
で
）
、
三
鷹
市
役
所
第

二
庁
舎
４
階
241
会
議
室
で
。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

∞
東
京
税
理
士
会
武
蔵
野
支
部

ò
55
―
２
３
１
３

総
合
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
平
成

14
年
８
月
〜
12
月
に
４
件
の
苦
情

申
し
立
て
を
受
け
付
け
ま
し
た
。

ま
た
、
以
前
か
ら
調
査
中
だ
っ
た

２
件
の
申
し
立
て
に
つ
い
て
、
調

査
結
果
を
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
の

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
継
続
分
】

◆
示
談
交
渉
に
つ
い
て

〈
苦
情
の
内
容
〉

示
談
交
渉
に
つ
い
て
、
市
の
内

部
の
事
故
処
理
・
検
討
の
経
緯
を

明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
。

市
の
対
応
に
問
題
が
あ
れ
ば
、

和
解
の
成
立
に
向
け
て
迅
速
、
公

正
か
つ
誠
意
を
持
っ
て
対
応
す
る

よ
う
勧
告
し
て
ほ
し
い
。

〈
調
査
結
果
の
要
旨
〉

本
件
の
示
談
交
渉
は
、
事
故
の

発
生
か
ら
約
２
年
間
、
示
談
書
案

の
提
示
か
ら
調
印
ま
で
で
も
約
１

年
４
カ
月
を
要
し
ま
し
た
。

本
件
の
よ
う
な
事
案
で
は
、
ま

ず
事
実
関
係
を
確
定
し
た
上
で
損

市
の
行
政
に
対
し
て
利
害
が
あ

れ
ば
、
市
民
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、

市
外
在
住
者
、
外
国
人
、
法
人
な

ど
の
団
体
で
も
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
代
理
人
に
よ
る
申

し
立
て
も
で
き
ま
す
。

◆
申
し
立
て
で
き
る
苦
情

市
の

機
関
が
行
っ
て
い
る
サ
U

ビ
ス

や
、
こ
れ
に
関
連
す
る
職
員
の
行

為
に
つ
い
て
、利
害
関
係
が
あ
り
、

違
法
、
不
当
、
不
公
平
、
不
適
切

な
ど
と
感
じ
た
事
項
。

◆
調
査
を
し
な
い
事
項

裁
判
所

で
係
争
中
の
事
案
に
関
す
る
事

項
、
ほ
か
の
不
服
申
し
立
て
機
関

の
職
務
に
関
す
る
事
項
や
議
会
に

関
す
る
事
項
な
ど
。

◆
苦
情
の
調
査

苦
情
の
内
容
が

調
査
の
対
象
に
な
る
も
の
で
あ
れ

ば
、
相
談
日
に
総
合
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
が
く
わ
し
い
事
情
を
お
聞
き
し

ま
す
（
今
月
の
相
談
日
は
別
表
の

と
お
り
）
。
そ
の
後
、
関
係
者
に

事
情
を
聞
い
た
り
、
関
係
書
類
や

記
録
を
閲
覧
し
た
り
、
実
地
調
査

を
行
い
ま
す
。

◆
調
査
結
果
の
通
知

原
則
と
し

て
、
調
査
を
開
始
し
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
45
日
以
内
に
申
立

人
に
通
知
し
ま
す
。

◆
苦
情
申
し
立
て
の
方
法

総
合

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
相
談
室
（
市
役
所

本
庁
舎
２
階
）
や
市
政
窓
口
に
備

え
付
け
の
「
苦
情
申
立
書
」
に
必

要
な
事
項
を
記
入
し
て
、
総
合
オ

ン
ブ
ズ
マ
ン
相
談
室
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
郵
送
や
フ
ァ
ク
ス
で

も
受
け
付
け
ま
す
。

∞
総
合
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
相
談
室

ò
内
線
２
２
１
５

害
額
を
算
定
す
る
の
が
順
序
で
す

が
、
本
件
で
は
、
損
害
賠
償
額
の

交
渉
が
先
行
し
、
事
実
確
認
が
お

ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
た
た
め
示
談

書
の
作
成
の
段
階
に
な
っ
て
感
情

的
な
や
り
と
り
な
ど
が
な
さ
れ
ま

し
た
。

処
理
に
長
期
間
を
要
し
た
理
由

は
、
担
当
者
が
不
慣
れ
で
あ
っ
た

こ
と
、
市
と
市
民
と
の
紛
争
で
あ

る
た
め
、
市
の
職
員
が
事
実
を
明

確
に
す
る
こ
と
を
逡

し
ゅ
ん

巡
し
た
こ

と
な
ど
に
よ
り
ま
す
。

市
と
し
て
は
、
冷
静
な
立
場
で

対
応
で
き
る
よ
う
組
織
を
設
け
て

交
渉
の
場
に
臨
む
こ
と
が
望
ま
し

く
、
ま
た
、
担
当
者
は
も
っ
と
早

期
に
弁
護
士
に
相
談
す
る
な
ど
適

切
な
処
理
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
と

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
考
え
ま
す
。

【
新
規
分
】

◆
福
祉
施
設
へ
の
入
所
に
つ
い
て

〈
苦
情
の
内
容
〉

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

領
収
書
（
国
民
健
康
保
険
税
、
国
民
年
金
保
険

料
、
介
護
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
損
害
保
険

料
、
医
療
費
な
ど
平
成
14
年
中
に
支
払
っ
た
も

の
）。※申

告
を
し
な
い
と
課
税
証
明
書
の
即
日
交

付
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
申
告
が
必
要
な
方
】

◇
平
成
15
年
１
月
１
日
現
在
、
三
鷹
市
に
居
住

し
、
fl
14
年
中
に
所
得
の
あ
っ
た
方
（
年
金
収

入
、
所
得
税
で
分
離
課
税
を
選
択
し
た
配
当
所

得
を
含
む
）、
‡
14
年
中
に
所
得
の
な
か
っ
た

方
で
、
三
鷹
市
に
申
告
し
て
い
る
人
の
扶
養
親

族
に
な
っ
て
い
な
い
方
。

◇
三
鷹
市
内
に
居
住
は
し
て
い
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
・
事
業
所
・
家
屋
敷
が
あ
る
方
。

な
お
、
fl
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方
、

‡
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
ま
た
は
社
会

保
険
庁
な
ど
か
ら
年
金
支
払
報
告
書
が
提
出
さ

れ
て
い
る
方
、
·
三
鷹
市
に
申
告
し
て
い
る
人

の
扶
養
親
族
の
方
は
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申

告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

∞
市
民
税
課
ò
内
線
２
３
４
２
〜
２
３
４
７

確
定
申
告
は
お
早
め
に

所
得
税
・
贈
与
税
の
申
告
納
税

平
成
14
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
納
税
期
間
は

２
月
17
日
Ã
〜
３
月
17
日
Ã
で
す

市
政
に
関
す
る
苦
情
に

総
合
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
活
用
を

平
成
14
年
８
月
〜
12
月
の
調
査
報
告

な
っ
て
い
ま
す
。

◆
土
地
や
建
物
な
ど
を
売
っ
た
方

平
成
14
年
中
に
土
地
（
借
地

権
）
、
建
物
な
ど
の
不
動
産
や
ゴ

ル
フ
会
員
権
な
ど
の
資
産
を
売
っ

た
方
は
、
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
、

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
で

す
。

◇
不
動
産
を
売
っ
た
り
、
交
換
し

た
り
、
買
い
換
え
た
り
し
た
場
合

の
譲
渡
所
得
は
、
「
分
離
課
税
」

と
な
り
ま
す
の
で
、「
申
告
書
Ｂ
」

お
よ
び「
第
三
表（
分
離
課
税
用
）」

を
使
用
し
、
給
与
、
事
業
、
不
動

産
所
得
な
ど
の
所
得
と
一
緒
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
ゴ
ル
フ
会
員
権
、
貴
金
属
、
書

画
・
骨
と
う
品
な
ど
を
売
却
し
た

場
合
の
譲
渡
所
得
は
、
「
総
合
課

税
」
と
な
り
ま
す
の
で
、
「
申
告

書
Ｂ
」
を
使
用
し
て
、
給
与
、
事

業
、
不
動
産
所
得
な
ど
の
所
得
と

一
緒
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の
申
告

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

次
の
方
は
、
３
月
31
日
Ã
ま
で

に
、
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の
確

定
申
告
書
を
提
出
し
、
納
税
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

fl
平
成
12
年
分
の
課
税
売
上
高

市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに
市民税・都民税の
申告をお早めに

■
総
合
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度

市政のことで、あなた自身
の利害に関わる苦情がありま
したらお気軽にご相談くださ
い。
市役所２階ò内線2215・¿48
―2810

※時間は午後１時30分～４
時30分。
�予約制です。事前にご連絡
ください。

総合オンブズマン相談室

相　談　日
２月27日(木)
３月６日(木)
３月13日(木)
３月20日(木)
３月27日(木)

山±　源三さん
池田理知子さん
山±　源三さん
池田理知子さん
山±　源三さん

担当総合オンブズマン

納
税
相
談
や
納
税
を
し
た
い

が
、
土
・
日
曜
日
も
し
く
は
午
後

５
時
以
降
し
か
時
間
が
取
れ
な
い

と
い
う
方
の
た
め
に
、次
の
期
間
、

平
日
の
窓
口
延
長
と
土
・
日
曜
日

の
臨
時
窓
口
の
開
設
を
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
期
間
に
は
納
税
課

職
員
に
よ
る
訪
問
・
電
話
催
告
を

行
い
ま
す
の
で
、
早
期
納
付
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
２
月
24
日
Ã
〜
３
月
９
日
À
の

平
日
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７

時
30
分
、
土
・
日
曜
日
＝
３
月
１

日
—
、
２
日
À
、
８
日
—
、
９
日

À
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
、
市

役
所
２
階
納
税
課
窓
口
で
。

◆
相
談
・
納
付
（
納
入
）
で
き
る

税
目

市
民
税
・
都
民
税
（
普
通

徴
収
・
特
別
徴
収
）
、
固
定
資
産

税
（
償
却
資
産
を
含
む
）
・
都
市

計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、
法
人
市

民
税市

の
職
員
が
滞
納
者
宅
を
訪
問

し
早
期
納
付
の
お
願
い
を
し
て
い

ま
す
が
、
ほ
か
の
自
治
体
に
お
い

て
、
職
員
と
偽
っ
て
訪
問
す
る
事

例
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
職
員
は

身
分
証
明
書
を
持
っ
て
い
ま
す
の

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

∞
納
税
課
ò
内
線
２
４
２
１

■
市
職
員
の
滞
納
者
宅

訪
問
に
つ
い
て

■
無
料
申
告
相
談

ン
ス
に
該
当
し
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
息
子
の
嫁
の
一
方
的
な
話

の
内
容
だ
け
で
、
嫁
と
子
ど
も
た

ち
が
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
調

査
し
て
欲
し
い
。

〈
調
査
結
果
の
要
旨
〉

申
立
人
の
相
談
の
内
容
は
、
母

子
の
心
身
の
安
全
お
よ
び
プ
ラ
イ

バ
シ
U
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該

母
子
以
外
の
方
に
公
開
で
き
る
事

項
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ

て
、オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、市
の
職
員

が
申
立
人
の
質
問
に
答
え
な
い
こ

と
は
相
当
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

◆
保
育
園
内
の
園
児
の
け
が
に
よ

る
医
療
費
の
負
担
に
つ
い
て

〈
苦
情
の
内
容
〉

保
育
園
内
で
子
ど
も
が
け
が
を

し
た
際
に
か
か
っ
た
医
療
費
は
、

保
険
が
適
用
に
な
る
が
、
本
人
負

担
分
１
千
円
以
下
の
部
分
に
つ
い

て
は
、
保
険
の
免
責
分
と
な
っ
て

い
る
の
で
、
保
護
者
負
担
と
し
て

欲
し
い
と
い
わ
れ
た
。
納
得
が
い

か
な
い
の
で
調
査
し
て
欲
し
い
。

〈
調
査
結
果
の
要
旨
〉

本
来
保
育
業
務
で
の
事
故
に
係

る
損
害
賠
償
は
、
例
外
を
除
き
市

に
責
任
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
本
件
も
例
外
的
な
事
例
と
は

い
え
な
い
の
で
、
保
険
契
約
に
係

る
免
責
金
額
は
、
三
鷹
市
が
負
担

す
べ
き
も
の
と
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は

考
え
ま
す
。

ま
た
、
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
保
護
者
に

対
し
て
保
険
制
度
に
関
す
る
説
明

を
十
分
に
行
う
と
と
も
に
、
過
去

に
保
護
者
が
負
担
し
た
免
責
金
額

に
つ
い
て
は
、
し
か
る
べ
き
処
置

を
と
る
よ
う
申
し
入
れ
ま
し
た
。

平
成
14
年
度
国
民
健
康
保
険
税

第
８
期
の
納
期
限
は
２
月
28
日
–

で
す
。
納
期
内
の
納
付
に
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

納
税
通
知
書
が
見
当
た
ら
な
い

方
、納
付
の
確
認
が
で
き
な
い
方
、

納
税
に
関
す
る
相
談
（
分
割
納
付

な
ど
）
を
ご
希
望
の
方
は
、
保
険

課
国
保
納
税
係
ò
内
線
２
３
９
１

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
納
税
に
は
、
安
心
・
便
利
な
口

座
振
替
を

申
し
込
み
は
保
険
課

（
市
役
所
１
階
Á
番
窓
口
）、
各
市

政
窓
口
、
指
定
金
融
機
関
、
郵
便

局
へ
fl
納
税
通
知
書
、
‡
預
金
通

帳
の
届
出
印
、
·
預
金
通
帳
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

∞
保
険
課
ò
内
線
２
３
９
１

■
今
月
は
国
民
健
康
保
険
税

第
８
期
の
納
期
で
す

臨
時
納
税
相
談
窓
口
を
開
設


